
案 

内

◆
◆
◆

「
本
人
通
知
制
度
」
は

あ
な
た
の
個
人
情
報
を
守
る
制
度
で
す

●
ど
ん
な
制
度
？

本
人
通
知
制
度
は
、
戸
籍
謄
本
や
住
民

票
の
写
し
な
ど
の
証
明
書
を
本
人
以
外

（
本
人
の
代
理
人
ま
た
は
代
理
人
以
外
の

第
三
者
）
に
交
付
し
た
場
合
に
、
登
録
し

た
ご
本
人
に
交
付
し
た
こ
と
を
お
知
ら
せ

す
る
制
度
で
す
。

第三者

有田川町役場

登録している
Aさん

① A さんと
　 B さんの
　戸籍・住民票
　などを請求

② A さんと
　 B さんの
　戸籍・住民票
　などを交付 登録していない

Bさん

登録者には、
第三者に戸籍・住民
票などを交付した
事実を通知します。

登録をしていない
場合、通知は行い
ません。

制度の
イメージ

●
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
？

本
人
に
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
で
、
不
正

取
得
が
あ
っ
た
場
合
に
早
期
発
見
と
事
実

関
係
の
早
期
究
明
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま

た
不
正
取
得
が
発
覚
す
る
可
能
性
が
高
ま

る
こ
と
か
ら
、
不
正
請
求
を
抑
止
す
る
効

果
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

●
登
録
の
手
続
き

登
録
の
際
は
、
各
窓
口
へ
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
代
理
人

の
場
合
は
、
委
任
状
お
よ
び
登
録
す
る
方

と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で

す
。

・
登
録
窓
口
／
住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・

や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）・
清

水
行
政
局
住
民
福
祉
室

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

下
水
道
へ
の
接
続
を

お
願
い
し
ま
す

下
水
道
は
、
各
家
庭
の
ト
イ
レ
や
台
所

な
ど
か
ら
排
水
さ
れ
る
水
を
処
理
セ
ン

タ
ー
で
安
全
で
き
れ
い
な
水
に
処
理
し
、

川
に
放
流
し
て
い
ま
す
。

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
が

整
備
さ
れ
た
区
域
に
お
住
ま
い
で
、
ま
だ

下
水
道
に
接
続
し
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、

早
期
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

下
水
道
課

廃
業
や
退
職
時
に
備
え
て
、
小
規
模
企

業
の
経
営
者
や
役
員
の
方
の
た
め
に
、
国

が
つ
く
っ
た
安
心
で
お
得
な
退
職
金
の
積

立
制
度
で
す
。
掛
金
は
全
額
所
得
控
除

の
対
象
で
、
1
0
0
0
円
か
ら
7
万
円

（
5
0
0
円
刻
み
）
の
範
囲
で
自
由
に
選

べ
、
経
営
者
の
退
職
金
と
し
て
受
け
取
れ

る
の
で
、
税
制
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

商
工
会
・
金
融
機
関
な
ど
で
加
入
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は「
小
規
模
共
済
」

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

問

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
☎
0
5
0
‐
5
5
4
1
‐

7
1
7
1
（
共
済
相
談
室
）

有
田
地
方
休
日
急
患
診
療
所

年
末
年
始
の
診
療

●
年
末
年
始
の
診
療
日
／
12
月
29
日（
日
）

～
令
和
7
年
（
2
0
2
5
年
）
1
月

3
日
（
金
）

●
診
療
時
間
／
10
時
～
16
時
（
受
け
付
け

は
15
時
30
分
ま
で
）

●
診
療
科
目
／
内
科
・
小
児
科

※
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
事

前
に
電
話
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

問

有
田
地
方
休
日
急
患
診
療
所

　

☎
５
２
‐
4
8
8
2

小
規
模
企
業
共
済
制
度
の
ご
案
内

お知らせお知らせ
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